
　～飼養衛生管理基準の定期報告～	

○　平成23年の家畜伝染病予防法の改正により，家畜の飼養者は，毎年，２月１日	 
　時点の飼養状況を畜産事務所へ報告することが義務付けられました。。	 
	 

○　定期報告書の記入用紙は，広島県のホームページからダウンロードできます。	 
　　広島県のHP（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/）（飼養衛生管理基準で検索）	 

①①	 	 報報告告対対象象者者	 	 

　　　次の家畜を１頭（羽）以上飼養する方	 
	 	 

　・	 牛，水牛，鹿，めん羊，山羊，馬	 

　	 ・	 豚，いのしし	 
　・	 鶏，その他家きん（あひる（合鴨）,　	 

　　	 うずら,きじ,だちょう,七面鳥等）	 
	 
	 
	 

②②	 	 報報告告期期限限　	 

	 

    ・	 牛，馬，豚等　毎年４月15日まで	 
	 	 ・	 鶏等　　　　　毎年６月15日まで	 
 

　	 	 管轄の畜産事務所に報告してください。	 
 
 

③③	 	 報報告告内内容容	 	 
　・	 基本情報：飼養者，飼養頭数等の情報	 
	 

	 	 ・	 遵守状況	 

	 	 ・	 添付書類（裏面参照）	 
	 	 	 	 	 	 大，中規模飼養者のみ必要	 
　　　　　       

	 	 ※大規模：牛200頭以上，豚3,000頭以上，	 
　　　　　　鶏10万羽以上	 
	 	 	 	 中規模：牛２頭以上，豚７頭以上	 
　　　　　　鶏1,000羽以上	 
　　　　	 
	 

④④	 	 そそのの他他	 	 
　	 

　・	 ファックスによる報告も可能です。	 
　　	 その場合，原本を保管してください。	 

	 	 ・	 定期報告書の押印は，サインでも構	 
　　	 いません。	 

ご不明な点については，管轄の畜産事務所へ問い合わせて下さい。	 
	 

農林水産局畜産課（〒730-8511	 広島市中区基町10番52号(本館４階)	 TEL	 082-513-3604  
 

西部畜産事務所（西部家畜保健衛生所）(〒739-0013	 東広島市西条御条町1-15)	 TEL	 082-423-2441	 
（管轄地域	 ：	 広島市，呉市，竹原市，大竹市，東広島市，廿日市市，安芸高田市，江田島市，安芸郡，山県郡，豊田郡）	 
	 

東部畜産事務所（東部家畜保健衛生所）(〒720-8511	 福山市三吉町1-1-1)	 TEL	 084-921-1311（代表）	 

（管轄地域	 ：	 三原市，尾道市，福山市，府中市，世羅郡，神石郡）	 
	 

北部畜産事務所（北部家畜保健衛生所）(〒727-0011	 庄原市東本町1-4-1)	 TEL	 0824-72-2015（代表)	 

 （管轄地域 ： 三次市，庄原市）	 

基本情報	

遵守状況	

飼養者に関する情報	

飼養頭羽数に関する情報	

遵守項目をチェックしてください	

サイン又は押印が必要	



①①	 	 飼飼養養状状況況にに関関すするる資資料料	 	 
	 	 

　　内容	 

　　・	 農場の平面図　　　・	 立入制限の内容　	 	 

　・	 消毒設備の種類　　・	 飼養密度	 

　～飼養衛生管理基準の定期報告[添付資料]～	
　　	 

　添付資料	 
	 

	 	 ①　飼養状況に関する資料　　　　　　　　　　　　　	 
　②　埋却地に関する資料	 
　③　大規模飼養者に関する資料（大規模飼養者のみ）　　　	 

②②	 	 埋埋却却地地にに関関すするる資資料料	 	 
	 	 

　　内容	 
	 

　　・	 埋却用地の位置図	 
	 
	 

　・	 埋却用地の所在地	 
	 	 

　・	 土地所有者（契約内容等）	 
	 

	 	 ・	 埋却用地の面積	 
	 

　・	 農場からの距離	 
	 

	 	 ・	 利用状況	 
	 

　・	 埋却用地の近隣住民等への説明等	 

③③	 	 大大規規模模飼飼養養者者にに関関すするる資資料料	 	 
	 	 （（大大規規模模ののみみ））	 	 
	 	 

　　内容	 

　・	 担当獣医師の情報	 	 

　・	 飼養家畜の異常確認時の連絡体制	 

　昨年の報告内容と変更がない場合には，昨年のコピーを活用しても構いません。	 


